
　保護者や同居人による子どもへの虐待が、深刻な問題
になっています。児童虐待は、子どもの「こころとからだ」
の健康的な成長を妨げたり、対人関係がうまく築けない
などの影響をおよぼすことがあります。
　虐待を未然に防ぐこと、 また早期発見や早期対処は、
関係機関の対応だけではなく、家族や近所・地域の身近
な皆さんの理解と協力が不可欠です。　
　問い合わせは、福祉課（☎ 766 － 8701）へ。

地域の皆さんへ「支援の手をさしのべて」
　核家族化や地域からの孤立によって、密室で保護者が
一人で子どもと向き合い、子育ての不安を相談する相手
もないまま育児ストレスを抱えている家庭が増えている
と言われています。周囲の人が、子育てに悩む保護者や
家族の相談相手になったり、孤立を防ぐよう声をかける
など、子育て中の親子が笑顔で暮らせるよう、皆さんの
あたたかい支援の手をさしのべてください。
　また、「おかしいな」と思うことがあれば、関係機関へ
連絡をお願いします。地域の方々が虐待に関心を持つこ
とが虐待の予防や早期発見につながります。

子育て中の皆さんへ「一人で悩まないで」
　子育ては楽しいことばかりではなく、つらくて大変な
こともあります。どんなに小さなことでも不安に感じた
ら勇気を出して、あなたの信頼できる配偶者や家族、専
門機関（左表）、子育て仲間などに気軽に相談しましょう。
　誰かに話をするだけで気持ちが軽くなったり、解決策
を見つけることができるかもしれません。

機関名 電話番号
相談内容

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
福祉課 766－ 8701 ● ● ●
保健センター 766－ 1000 ● ●
子育て支援センター 766－ 7800 ●
猪名川保育園 766－ 0292 ●
星児園七夕 765－ 0880 ●
教育研究所 765－ 2065 ●

川西こども家庭センター
756－ 6633 ● ●
759－ 7799 ●

宝塚健康福祉事務所 0797－ 83－ 3143 ● ●
伊丹健康福祉事務所 785－ 7462 ●
児童相談所全国共通ダイヤル 0570－ 064－ 000 ● ●
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事
務
職
（
身
体
障
が
い
者
）

◎昭和 52 年（1977 年）4 月 2 日以降に出生した人で、学校
教育法に定める高等学校以上を卒業した人、または平成 25
年（2013 年）3 月 31 日までに卒業見込の人◎身体障害者手
帳の交付を受けている人◎自力による通勤ができ、かつ介
護者なしに事務職として通常の勤務時間（原則 1日：7時間
45 分）を勤務できる人◎活字印刷文による出題および口頭
による面接に対応できる人※車いす、ルーペ（拡大鏡）、補
聴器を用いての受験可能（申込書提出時に申し出てくださ
い。ただし、机は当方で準備するものを使用してください）

技
術
職（
土
木
）

◎昭和 59 年（1984 年）4 月 2 日以降に出生した人◎学校教
育法に定める高等学校以上で、土木に関する専門課程を修
了して卒業した人、または平成 25 年（2013 年）3 月 31 日
までに卒業見込の人

保
健
師

◎昭和 57 年（1982 年）4 月 2 日以降に出生した人◎保健師
免許を有する人、または平成 25 年（2013 年）3 月 31 日ま
でに保健師免許を取得見込の人

～平成 25年度採用の町職員を募集～
求む！夢と熱意ある町職員！

11 月は
児童虐待防止推進月間

身近な相談窓口・連絡先一覧

《相談内容》①子育て相談②子どもの発達や障がいなどの
相談③教育相談④母子（父子）相談⑤児童虐待に関する
相談・通報⑥児童虐待防止 24 時間ホットライン

◆受付期間　11 月 20 日（火）まで　
【持参】午前8時 45分～午後5時 30分（土・
日は除く）　【郵送】同 20 日午後 5 時 30
分までに受付場所に必着（特定記録郵便
または簡易書留郵便）
◆受付場所　総務課
◆一次試験日　12 月 2 日（日）
　採用試験案内・申込書などは、総務課、
日生・六瀬住民センターで配布。町のホ
ームページからもダウンロード可（イン
ターネットでの採用試験申込みは不可）。
◆問合せ　総務課（☎ 766―8708）

①採用予定人数は、いずれも若干名です②地方公務員法第
16 条の欠格条項に該当する人は受験できません③採用時
には通勤可能な地域に住居を定めてください④採用試験の
申込みは 1 職種に限ります。また受付後の職種の変更は認
めません⑤平成 25 年 3 月 31 日までにその属する学校を卒
業できない、必要な専門課程を修了していない、または資
格の取得ができない場合は、採用できません⑥採用試験合
格者が、受験資格がないことまたは記載事項を偽って記入
したことが判明したときは、合格を取り消します

　子どもを取り巻く家庭問題、子育てや発達
の悩みなど、下記の機関でご相談ください。
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